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令
和
６
年
度
の
個
人
住
民
税
の
所
得
割

額
か
ら
、
納
税
者
お
よ
び
配
偶
者
を
含
め

た
扶
養
親
族（
国
外
居
住
者
を
除
く
）１
人

に
つ
き
１
万
円
を
減
税
し
ま
す
。

※
減
税
額
は
、
所
得
割
額
が
上
限
で
す（
均 

等
割
へ
の
減
税
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
）

対
　
合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以

下
の
個
人
住
民
税
所
得
割
額
が
課
税
さ
れ

る
人

※
均
等
割
の
み
課
税
さ
れ
る
人
は
対
象
外

個
人
住
民
税
の
納
め
方
に
よ
り�

�

定
額
減
税
の
実
施
方
法
が
異
な
り
ま
す

【
給
与
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
】

　
６
月
の
給
与
で
は
徴
収
を
行
い
ま
せ
ん
。

定
額
減
税
後
の
税
額
を
11
分
割
し
て
、
７

月
か
ら
令
和
７
年
５
月
ま
で
徴
収
し
ま
す
。

※
定
額
減
税
が
適
用
さ
れ
な
い
人
は
通
常

ど
お
り
６
月
か
ら
年
12
回
で
徴
収
し
ま
す

【
自
分
で
納
め
て
い
る
人
】

　
１
期（
６
月
納
期
）分
か
ら
減
税
額
を
控

除
し
ま
す
。

※
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
２
期（
８

月
納
期
）分
以
降
に
順
次
控
除
し
ま
す

【
公
的
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
】

　
10
月
支
給
の
年
金
に
対
す
る
税
額
か
ら

問
　
市
民
税
課（
☎
（27）
２
７
１
６
・
☎
（27）
２
７
１
７
）問

い
合
わ
せ
る
場
合
は

必
ず
手
元
に
通
知
書
の
用
意
を
！

　
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
必
ず
手
元

に
税
額
決
定
通
知
書
ま
た
は
納
税
通
知

書
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

減
税
額
を
控
除
し
ま
す
。

※
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
は
、
翌
支
給
月

分
以
降
に
順
次
控
除
し
ま
す

定
額
減
税
の
額
は
、
税
額
決
定
通
知
書
ま

た
は
納
税
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

【
給
与
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
】

　
５
月
13
日
に
勤
務
先
へ
税
額
決
定
通
知

書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

【
自
分
で
納
め
て
い
る
人
、
公
的
年
金
か

ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
】

　
６
月
11
日（
火
）に
納
税
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
＊　
　
　
　
＊　
　
　
　
　

　
減
税
し
き
れ
な
い
額
が
あ
る
場
合
、
後

日
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象
者
に

は
通
知
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。
詳
細
は

決
ま
り
次
第
市
HP

な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

問
　
国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
６
）

均
等
割
・
平
等
割
が
減
額
と
な
る�

�

所
得
基
準
を
変
更

　
国
保
税
は
、
世
帯
主
と
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
前
年
所
得
の
合
計
が
一
定
の

基
準
以
下
で
あ
っ
た
場
合
、
均
等
割
と
平

等
割
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
減
額
の
割
合
は

所
得
に
応
じ
て
７
割
・
５
割
・
２
割
で
す
。

こ
の
う
ち
５
割
減
額
と
２
割
減
額
の
所
得

基
準
が
、
本
年
度
か
ら
表
１
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

課
税
額
の
上
限
を
変
更

　
国
保
税
の
課
税
額
は
、
医
療
分
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
・
介
護
納
付
金
分
を
合

算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
３
つ
の
項
目
に

は
そ
れ
ぞ
れ
年
間
の
課
税
額
の
上
限
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
の
課
税
上
限
額
が
、
本
年
度

か
ら
表
２
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

令和５年度下半期の財政状況を公表します令和５年度下半期の財政状況を公表します
問　財政課（☎27－27１2）

　市条例に基づき、令和５年度下半期（令和５年10月から令和６年３
月まで）の財政状況をお知らせします。
　今回公表する財政状況は、令和６年３月31日現在のものです。令
和５年度分の未収・未払い金を整理する出納整理期間（令和６年４
月・５月）の歳入・歳出は含んでいませんので、令和５年度の決算状
況とは異なります。令和５年度決算状況は、決算が議会に認定された
後、本紙で公表します。
　※金額は端数調整し、１万円未満の金額は四捨
　五入して表記しています
　※詳しくは市HPを確認してください

一般会計　
　皆さんの暮らしに身近な事業を行う
ための、市の基本的な会計です。
特別会計　
　特定の事業を行う場合や、使い道が
決まっている特定の収入（保険料など）
によって運営している会計です。
公営企業会計　
　市が直接運営する事業で、民間企業
に準じた経理を行っている会計です。

市の予算には、一般会計、特別会計、
公営企業会計があります

会計名 予算額
歳　入 歳　出

収入済額 執行率 支出済額 執行率
うち下半期分 うち下半期分

一般会計 ９0６億７,33８万円 ８11億９,0７４万円 ４５0億1,２４６万円 ８９.５％ ７６８億９,４７1万円 ４２５億3,８９２万円 ８４.８％

特
別
会
計

小型自動車競走事業費 ２６0億４,５９６万円 ２４1億５,７1２万円 11８億７,0９５万円 ９２.７％ ２3６億５,0８0万円 1２４億1,1２９万円 ９0.８％

学校給食センター事業費 ２3億６,９７２万円 ２２億４,1５3万円 1２億７,５５0万円 ９４.６％ ２0億２,５９９万円 1２億４,７3７万円 ８５.５％

国民健康保険 1９９億２,５03万円 1８４億９８４万円 103億２,７６７万円 ９２.４％ 1７９億６５万円 10７億９,300万円 ８９.８％

後期高齢者医療 ２７億４,1７５万円 ２７億２,７９６万円 1６億５,９31万円 ９９.５％ ２４億８,４２４万円 1６億1,６２1万円 ９0.６％

介護保険 1８４億４,４７９万円 1７９億７,８６3万円 ８８億９,２６６万円 ９７.５％ 1６４億3６２万円   ９２億４５６万円 ８８.９％

会計名 勘定区分 収入予算額 収入済額 執行率 支出予算額 支出済額 執行率
うち下半期分 うち下半期分

水道事業

収益的収入
および支出 ４４億４,８４４万円 ４４億４,0８1万円 ２２億７,７４3万円 ９９.８% ４1億６,3８６万円 3５億２,1２２万円 1５億８,3９８万円 ８４.６%

資本的収入
および支出 1４億1,２８２万円 1４億８,２９２万円 1４億５,1５４万円 10５.0% 3７億９,６3５万円 3４億６0万円 ３億９,８６４万円 ８９.６%

公共下水道
事業

収益的収入
および支出 ２８億２,５２８万円 ２７億1,４２５万円 ７億８,3８６万円 ９６.1% ２７億８,７1４万円 ２５億２,313万円 11億６,0６７万円 ９0.５%

資本的収入
および支出 ２1億９,４0９万円 1８億８,９５0万円 1２億２,８0８万円 ８６.1% 31億５,６９0万円 ２６億８3７万円 ６億1,333万円 ８２.６%

農業集落排
水事業

収益的収入
および支出 ４億1,８４0万円 ４億２,3７５万円 ９,10７万円 101.3% ４億２５５万円 ３億４,13２万円 １億５,９６２万円 ８４.８%

資本的収入
および支出 ２億５８９万円 ２億1,1６3万円 １億４,3４９万円 10２.８% ３億２９3万円 ２億９,８９２万円 １億４,７５６万円 ９８.７%

特定地域生
活排水処理
事業

収益的収入
および支出 1,４６９万円 1,４６６万円 3６８万円 ９９.８% 1,33９万円 1,1７3万円 ４９２万円 ８７.６%

資本的収入
および支出 1,５９２万円 1,1２７万円 ９31万円 ７0.８% 1,８４４万円 1,５33万円 　７２４万円 ８3.1%

病院事業

収益的収入
および支出 1８1億９,７８７万円 1７1億1,２５８万円 ８８億1,９９５万円 ９４.0% 1８８億1,４５８万円 1７８億５,11６万円 103億２,0７４万円 ９４.９%

資本的収入
および支出 ７億７,８７0万円 ７億７,７６９万円 ４億3,７２８万円 ９９.９% 1５億２２3万円 1４億５,８８1万円 ８億1,２８3万円 ９７.1%

※収益的収入および支出＝企業の経営活動に伴い発生する収支
※資本的収入および支出＝企業の将来の経営活動に備えて行う建設・整備などに伴い発生する収支

令
和
令
和
６６
年
度
個
人
住
民
税（
市
民
税
・
県
民
税
）の

年
度
個
人
住
民
税（
市
民
税
・
県
民
税
）の

定
額
減
税
を
実
施
し
ま
す

定
額
減
税
を
実
施
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の

国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の

計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す

計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す

▲市HP

▲市HP

▲市HP

世帯員（世帯主と被保険者）の前年所得の合計 減額割合
４3万円＋【10万円×（給与所得者等の数－１）】
以下の場合 ７割を減額

４3万円＋【10万円×（給与所得者等の数－１）】
＋（29万５,000円×被保険者数）以下の場合
　　　　　　令和５年度は２９万円

５割を減額

４3万円＋【10万円×（給与所得者等の数－１）】
＋（５4万５,000円×被保険者数）以下の場合
　　　　　　令和５年度は５3万５,000円

２割を減額

表１　国保税額の基準となる所得額と減額割合

表２　年間の課税額の上限
変更前 変更後

医療分 ６５万円 ６５万円
（変更なし）

後期高齢者
支援金分 ２２万円 24万円

介護納付金分 1７万円 1７万円
（変更なし）

一般会計・特別会計

公営企業会計


